
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
八
一

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
八
一

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
八
二

○
有
害
図
書
類
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
八
二

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
八
三

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
八
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
八
三

○
平
成
二
十
二
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
合
格
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
八
四

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

山
梨
県
総
合
県
税
事
務
所
長
　
　
芦
　
　
沢
　
　
幸
　
　
彦

氏
名
又
は
名
称

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

指
定
取
消
年
月
日

有
限
会
社
佐
藤
石
油

山
梨
県
上
野
原
市
四
方
津
九
六
九

平
成
二
十
二
年
十
月
三
十
一

日

山
梨
県
告
示
第
三
百
七
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

南
巨
摩
郡
身
延
町
八
日
市
場
字
御
藏
林
一
一
八
五
、
一
一
八
六
、
一
一
八
七
、
字
四
十
二
窪
一
六

八
九
、
一
六
九
〇

二
　
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
御
藏
林
一
一
八
五
・
一
一
八
六
・
一
一
八
七
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）
字
四
十
二
窪
一
六
八
九
、
一
六
九
〇

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

身
延
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

北
杜
市
須
玉
町
小
尾
字
和
田
向
七
〇
九
五
、
七
〇
九
六
、
七
〇
九
七
、
七
〇
九
七
の
二

二
　
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
九
十
四
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
八
一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

十
二
月
二
日

第
二
千
九
十
四
号

木　曜　日



字
和
田
向
七
〇
九
五
・
七
〇
九
六
・
七
〇
九
七
・
七
〇
九
七
の
二
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

北
杜
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
中
北
建
設
事
務
所

（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

南
ア
ル
プ
ス
市
藤
田
字
宮
東
一
七
七
七
番
四

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

一
八
・
〇
九
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月

二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
す
る
図
書
類
（
雑
誌
）
の
名
称
及
び
発
行
所

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

発
　
　
行
　
　
所

ア
リ
エ
ナ
イ
理
科
ノ
教
科
書

㈱
三
才
ブ
ッ
ク
ス

ア
リ
エ
ナ
イ
理
科
ノ
教
科
書
Ⅱ
Ｂ

㈱
三
才
ブ
ッ
ク
ス

ア
リ
エ
ナ
イ
理
科
ノ
教
科
書
Ⅲ
Ｃ

㈱
三
才
ブ
ッ
ク
ス

ア
リ
エ
ナ
イ
理
科
ノ
工
作

㈱
三
才
ブ
ッ
ク
ス

週
刊
実
話
　
１
１
月
１
１
日
号

㈱
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
出
版

う
ぶ
萌
え
Ｇ
Ｔ
　
１
２
月
号
増
刊

㈱
晋
遊
舎

Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｋ
　
Ｂ
Ｏ
Ｘ
　
２
０
１
０
年
１
２
月
号
　
Ｖ
о
ｌ

三
英
出
版

４
９

黄
金
の
Ｇ
Ｔ
　
１
２
月
号

㈱
晋
遊
舎

裏
ネ
タ
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ
　
２
０
１
０
　
１
２
月
号

㈱
ダ
イ
ア
プ
レ
ス

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
　
２
０
１
０
　
１
２
月
号

㈱
鉄
人
社

無
敵
恋
愛
Ｓ
＊
ｇ
ｉ
ｒ
ｌ
　
２
０
１
０
　
１
２
月
号

㈱
ぶ
ん
か
社

ヤ
ン
グ
ア
ニ
マ
ル
　
Ｎ
Ｏ
　
２
１
　
１
１
月
１
２
日
号

㈱
白
泉
社

ヤ
ン
グ
ア
ニ
マ
ル
リ
ミ
ッ
ク
ス
　
ふ
た
り
エ
ッ
チ
　
フ
ァ
ー

㈱
白
泉
社

ス
ト
ラ
ブ
編

二
　
指
定
す
る
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
又
は
犯
罪
を
誘
発
す
る
等
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
。公

　
　
　
告

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
九
十
四
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

六
八
二

・

・



'
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
Ｓ
Ａ
Ｅ
Ｋ
Ｏ
　
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
安
川
●
美

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
須
澤
三
百
六
十
七
番
地
二

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
い
た
ず
ら
に
規
模
の
み
を
追
わ
ず
、
不
特
定
多
数
の
人
々
に
対
し
、
誠
意
と
独

自
の
技
術
を
も
っ
て
テ
ニ
ス
を
主
と
し
た
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業
を
行
い
、
広
く
世
界
の
文
化
と
健

康
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
十
六
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
六
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
防
衛
と
安
全
に
関
す
る
懇
話
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
藤
原
進

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
清
水
新
居
千
六
百
六
十
六
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
我
が
国
の
平
和
と
独
立
を
守
り
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
諸
問

題
を
調
査
研
究
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
活
動
に
協
力
、
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
十
六
日
ま
で

'

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

三
年
四
月
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
富
士
急
行
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
堀
内
光
一
郎

２
　
住
所
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
二
丁
目
五
番
一
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市
新
西
原
五
丁
目
五
千
五
百
九
十
七
―
五

２
　
変
更
し
た
事
項

変
更
事
項

変
更
後
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

変
更
後
の
住
所

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏

名

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い

株
式
会
社
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
山
梨
県
富
士
吉
田
市
新
西
原

て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

代
表
取
締
役
　
帆
足
雅
晴

五
丁
目
六
番
一
号

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

株
式
会
社
日
富
　
代
表
取
締
役
東
京
都
練
馬
区
練
馬
一
丁
目

表
者
の
氏
名

星
野
恭
宏

二
十
六
番
十
六
―
千
四
百
一

号

有
限
会
社
カ
ワ
イ
コ
ー
ポ
レ
ー
山
梨
県
富
士
吉
田
市
竜
ヶ
丘

シ
ョ
ン
　
代
表
取
締
役
　
川
井
二
丁
目
二
番
十
九
号

一
郎

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
二
年
七
月
八
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
九
十
四
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

六
八
三



'

平
成
二
十
二
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
合
格
者

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
平
成
二
十
二

年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
合
格
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

二
級
建
築
士

受
　
験
　
番
　
号

氏
　
　
　
名

受
　
験
　
番
　
号

氏
　
　
　
名

二
Ｈ
―
一
〇
〇
七
九
Ｒ

遠
　
藤
　
政
　
信

二
Ｈ
―
二
〇
一
二
二
Ｎ

鈴
　
木
　
　
　
匡

二
Ｈ
―
一
〇
〇
九
三
Ｒ

新
　
津
　
侑
　
樹

二
Ｈ
―
二
〇
一
二
五
Ｙ

林
　
　
　
拓
　
紀

二
Ｈ
―
一
〇
三
三
〇
Ｐ

吉
　
川
　
　
　
潔

二
Ｈ
―
二
〇
一
三
九
Ｙ

●
　
沢
　
信
　
一

二
Ｈ
―
一
〇
三
八
三
Ｌ

井
　
口
　
貴
　
之

二
Ｈ
―
二
〇
一
四
〇
Ｋ

加
　
藤
　
雄
　
也

二
Ｈ
―
一
〇
四
二
九
Ｒ

杉
　
本
　
純
　
哉

二
Ｈ
―
二
〇
一
五
四
Ｋ

竹
　
内
　
奈
　
美

二
Ｈ
―
一
〇
四
三
〇
Ｙ

塚
　
原
　
百
　
合

二
Ｈ
―
二
〇
一
六
二
Ｌ

鈴
　
木
　
康
　
夫

二
Ｈ
―
一
〇
五
七
一
Ｋ

中
　
川
　
　
　
崇

二
Ｈ
―
二
〇
一
六
八
Ｋ

小
　
澤
　
　
　
享

二
Ｈ
―
一
〇
五
八
六
Ｌ

熊
　
坂
　
雄
一
郎

二
Ｈ
―
二
〇
一
七
三
Ｒ

望
　
月
　
幸
　
介

二
Ｈ
―
一
〇
六
二
八
Ｌ

三
　
嶋
　
博
　
文

二
Ｈ
―
二
〇
一
九
七
Ｌ

鈴
　
木
　
祐
　
太

二
Ｈ
―
一
〇
六
二
九
Ｍ

古
　
屋
　
裕
二
郎

二
Ｈ
―
二
〇
二
二
二
Ｒ

早
　
坂
　
和
　
也

二
Ｈ
―
一
〇
六
八
二
Ｙ

名
　
取
　
洋
　
和

二
Ｈ
―
二
〇
二
二
三
Ｙ

最
　
上
　
郁
　
子

二
Ｈ
―
一
〇
七
二
四
Ｙ

杉
　
本
　
　
　
港

二
Ｈ
―
二
〇
二
二
五
Ｌ

植
　
松
　
　
　
誠

二
Ｈ
―
一
〇
七
六
六
Ｙ

加
　
藤
　
麻
　
子

二
Ｈ
―
二
〇
二
三
九
Ｌ

滝
　
口
　
直
　
也

二
Ｈ
―
一
〇
七
九
五
Ｋ

渡
　
辺
　
佳
　
苗

二
Ｈ
―
二
〇
二
六
一
Ｍ

佐
　
藤
　
竜
　
雅

二
Ｈ
―
一
〇
八
二
二
Ｙ

岩
　
間
　
健
　
一

二
Ｈ
―
二
〇
二
八
一
Ｌ

保
　
坂
　
恵
　
介

二
Ｈ
―
一
〇
八
三
六
Ｙ

石
　
橋
　
み
ゆ
き

二
Ｈ
―
二
〇
二
九
六
Ｍ

關
　
口
　
達
　
也

二
Ｈ
―
二
〇
〇
八
二
Ｒ

保
　
坂
　
綾
　
子

木
造
建
築
士

該
当
者
な
し

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
九
十
四
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

六
八
四


